
予防給付

　利用合計単
位

サービス提供体制
強化加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

上記合計単位＋
処遇改善加算

利用料（保険内）

食事代（保険外）

※上記の月額固定額に利用日数分の食事代が加算されます。　　　　　　

※平成２７年８月利用分より、所得に応じ利用料の負担割合が変更になります。上記は１割負担の場合の表記です。

単位144

６7０円/　１食

66 135

3656

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

上記合計単位＋
処遇改善加算

利用料（保険内）

食事代（保険外）

24 単位／月

円 円

６7０円/　１食

1737 3,560 単位

2024

3,794

1,872 単位

単位

1,971

3896

運動器機能向上加算

3,377 　利用合計単位 3,602 単位

単位／月 48

3,377

225

単位

単位／月 225

1783

単位

円

単位

円

単位1,647

基本単位
（月固定）

送迎・入浴代含む

1,647 3,377 単位

在宅介護サービスセンター　うねめの里　（利用料金表目安）

指定予防通所介護

予防給付

運動器機能向上サービス実施時

要支援　１ 要支援　２

単位

要支援　１

単位

要支援　２

75単位 単位

基本単位
（月固定）

単位

48 単位／月
サービス提供体制
強化加算（Ⅱ） 24

送迎・入浴代含む

単位／月

1,647 単位

運動器機能向上加算 225単位　/　月

選択的サービス複数実施加算Ⅱ 700単位　/　月

その他行事の参加時の自費分栄養改善加算 150単位　/　月

口腔機能向上加算

書類の複写等

平成27年4月１日現在

150円/枚

その他の料金（加算）

10円/枚

150単位　/　月

実費

個別レクリエーション等の材料費 実費

生活機能向上グループ活動加算 50円/枚100単位　/　月 写　　　　真

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）＝総単位数×４％

リハビリパンツ/紙おむつ/
パッド等

１単位=１０．27円

※サービス提供体制強化加算（Ⅱ）とは
平成27年４月1日から設定された加算で、事業所の介
護職員の総数のうち、３年以上勤続年数のあるものが
３０％以上配置されているときに加算されるものです。

単位／月

選択的サービス複数実施加算Ⅰ 480単位　/　月

＊介護職員処遇改善加算とは
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施していると届出し、基準に従っ
て所定の割合に応じた介護報酬を加算します。
介護職員処遇改善加算（Ⅰ）＝総単位数×0.04（４％）

その他の料金


